
グ
ロ
ー
バ
ル
化
、
中
国
の
経
営
と
腐
敗
、
そ
し
て
外
資
企
業
の
リ
ス
ク
（
簗
場
）

一
（
一
）

1
．
は
じ
め
に

2
．
中
国
の
光
と
影
―
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
際
立
た
せ
る
中
国
の
影
の
部
分
―

　
　

（
1
）
超
大
国
の
出
現

　
　
　

（
超
大
国
の
出
現
と
諸
外
国
の
懸
念
）

　
　
　

（
中
国
の
影
の
部
分
）

　
　

（
2
）
中
国
と
世
界
の
距
離

　
　
　

（
グ
ー
グ
ル
撤
退
で
暴
露
さ
れ
た
ネ
ッ
ト
検
閲
）

論　

説

グ
ロ
ー
バ
ル
化
、
中
国
の
経
営
と
腐
敗
、
そ
し
て
外
資
企
業
の

リ
ス
ク

―
―
中
国
・
Ｎ
Ｚ
合
弁
企
業
・
三
鹿
集
団
粉
ミ
ル
ク
事
件
を
中
心
に
―
―

簗　
　

場　
　

保　
　

行
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二
（
二
）

　
　
　

（「
世
界
の
工
場
」
の
現
実
と
経
済
の
腐
敗
、
投
資
リ
ス
ク
）

3
．
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
中
国
企
業
経
営
の
腐
敗　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

（
1
）
外
資
系
企
業
の
中
国
で
の
腐
敗
行
為

　
　

（
2
）
外
国
企
業
の
腐
敗
行
為
の
形
態
と
そ
の
影
響

　
　

（
3
）
腐
敗
の
手
口

　
　

（
4
）
中
国
企
業
に
よ
る
外
国
で
の
腐
敗
行
為

4
．
世
界
を
震
撼
さ
せ
た
有
毒
粉
ミ
ル
ク
事
件
―
―
中
国
・
Ｎ
Ｚ
フ
ォ
ン
テ
ラ
合
弁
・
三
鹿
集
団
粉
ミ
ル
ク
事
件
―
―

　
　

（
1
）
事
件
の
経
緯

　
　
　

（
事
件
の
発
生
と
そ
の
波
及
）　

　
　
　

（
事
件
の
原
因
）

　
　

（
2
）
後
日
談

　
　
　

（
網
民
の
声
）　

　
　
　

（
後
日
談
）

　
　

（
3
）
三
鹿
集
団
粉
ミ
ル
ク
事
件
の
判
決

む
す
び
に
か
え
て

　
　
　
　
　

1
．
は
じ
め
に

　

超
大
国
と
し
て
台
頭
し
た
中
国
の
企
業
経
営
は
多
く
の
困
難
な
社
会
的
問
題
を
内
包
し
て
い
る
。
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
は
中
国
の
成

長
を
促
進
し
た
が
中
国
の
影
の
部
分
を
む
し
ろ
際
立
た
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
本
稿
で
は
最
初
に
最
近
の
主
要
な



グ
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バ
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三
（
三
）

事
件
を
簡
単
に
紹
介
す
る
。
こ
れ
ら
の
事
件
は
中
国
の
経
営
と
政
治
の
あ
り
か
た
そ
し
て
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
が
直
接
間
接
、
原
因
に
な
っ

て
い
る
。
短
期
的
な
利
益
の
追
求
、
企
業
理
念
・
倫
理
の
欠
如
、
官
民
の
腐
敗
・
癒
着
が
人
命
軽
視
、
環
境
破
壊
、
法
を
無
視
し
た
企
業

活
動
を
常
態
化
さ
せ
て
い
る
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
は
外
国
企
業
を
現
地
化
、
中
国
化
さ
せ
、
ま
た
中
国
企
業
の
腐
敗
を
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
。

そ
こ
で
次
に
外
国
企
業
の
中
国
で
の
腐
敗
活
動
の
形
態
と
方
法
を
考
察
し
、
ま
た
中
国
企
業
の
海
外
活
動
と
腐
敗
の
輸
出
の
事
例
を
紹
介

し
た
。
最
後
に
中
外
合
資
企
業
で
あ
る
三
鹿
集
団
の
有
毒
粉
ミ
ル
ク
事
件
の
検
討
を
つ
う
じ
て
中
国
企
業
の
官
民
癒
着
・
腐
敗
の
構
造
、

そ
し
て
外
国
企
業
に
と
っ
て
の
中
国
投
資
の
か
か
え
る
問
題
点
を
考
察
し
た
。

　
　
　
　
　

2
．
中
国
の
光
と
影
―
―
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
際
立
た
せ
る
中
国
の
影
の
部
分
―
―

　

（
1
）
超
大
国
の
出
現

　

（
超
大
国
の
出
現
と
諸
外
国
の
懸
念
）

　

中
国
が
経
済
大
国
と
し
て
台
頭
し
二
〇
一
〇
年
に
日
本
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
を
追
い
越
し
、
ま
た
近
い
将
来
、
米
国
を
も
追
い
越
す
こ
と
が
語
ら

れ
て
い
る
。
た
だ
国
際
社
会
の
反
応
は
決
し
て
好
意
的
で
は
な
い
。
そ
の
理
由
は
中
国
の
成
長
に
よ
る
環
境
問
題
の
深
刻
化
、
資
源
争
奪

戦
へ
の
影
響
、
そ
し
て
そ
の
領
土
的
野
心
な
ど
へ
の
懸
念
か
ら
で
あ
る
。

　

中
国
企
業
の
成
長
も
顕
著
で
あ
る
。
世
界
の
企
業
の
株
式
時
価
総
額
ラ
ン
キ
ン
グ
で
は
中
国
国
有
企
業
の
ペ
ト
ロ
チ
ャ
イ
ナ
（
中
国
石

油
天
然
気
股
份
公
司
）、
中
国
工
商
銀
行
、
チ
ャ
イ
ナ
モ
バ
イ
ル
（
中
国
移
動
通
信
集
団
公
司
）
が
そ
れ
ぞ
れ
一
、
四
、
一
〇
位
に
ラ
ン

キ
ン
グ
入
り
し
て
い
る
（
出
所
：Financial Tim

es G
lobal 5

0
0 2

0
1
0

）。
こ
の
よ
う
に
中
国
企
業
の
急
速
な
大
規
模
化
が
顕
著
で
あ
る

（
１
）

。
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四
（
四
）

　

た
だ
上
記
三
社
を
含
む
中
国
上
位
ラ
ン
キ
ン
グ
企
業
の
ほ
と
ん
ど
は
資
源
、
イ
ン
フ
ラ
、
金
融
等
の
基
幹
産
業
の
独
占
企
業
で
あ
り
、

ま
た
国
有
企
業
で
あ
る
こ
と
が
特
色
で
あ
る
。
ち
な
み
に
上
記
ペ
ト
ロ
チ
ャ
イ
ナ
は
米
国
や
香
港
で
上
場
し
て
い
る
が
政
府
が
株
式
の
大

半
を
所
有
す
る
中
国
石
油
天
然
気
集
団
（China N

ational Petroleum
 Corporation, 

略
称
Ｃ
Ｎ
Ｐ
Ｃ
）
傘
下
の
子
会
社
で
あ
り
、
実
態
は

中
央
政
府
が
経
営
権
を
握
る
国
策
会
社
で
あ
る
。

　

二
〇
〇
九
年
、
英
豪
系
の
鉄
鉱
石
メ
ジ
ャ
ー
の
リ
オ
テ
ィ
ン
ト
社
（R

io Tinto lim
ited / R

io Tinto plc

）
に
対
す
る
国
有
企
業
・
中

国
ア
ル
ミ
（
中
国
铝
业
公
司
）
の
出
資
計
画
が
豪
州
側
の
撤
回
で
頓
挫
し
た
。
計
画
の
公
表
後
、
豪
州
の
野
党
が
買
収
に
反
対
し
て
い
た

の
も
中
国
の
資
源
支
配
に
対
す
る
懸
念
か
ら
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
事
実
、
中
国
鉄
鋼
企
業
を
は
じ
め
中
国
大
手
企
業
の
膨
大
な
資
源
需

要
が
多
く
の
国
に
脅
威
と
な
っ
て
い
る
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

（
中
国
の
影
の
部
分
）　
　
　
　

　

二
〇
〇
八
年
有
毒
粉
ミ
ル
ク
事
件
が
世
界
を
震
撼
さ
せ
た
。
被
害
者
の
数
が
膨
大
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
海
外
へ
も
被
害
が
拡
散
し
た
。

二
〇
一
一
年
八
月
現
在
で
も
有
毒
粉
ミ
ル
ク
が
流
通
過
程
か
ら
回
収
さ
れ
ず
被
害
者
が
続
出
し
て
い
る
。
中
国
で
は
食
品
汚
染
の
事
件
が

非
常
に
多
発
し
て
お
り
、
事
業
者
の
モ
ラ
ル
が
問
わ
れ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
法
令
順
守
の
精
神
の
欠
如
そ
し
て
政
府
の
監
督
体
制
が
問
わ

れ
る
問
題
で
あ
る
。
ま
た
当
局
が
事
件
を
秘
密
裏
に
処
理
し
よ
う
と
す
る
結
果
、
被
害
が
拡
散
・
大
規
模
化
す
る
こ
と
も
多
い
。

　

ち
な
み
に
中
国
で
毎
年
、
発
表
さ
れ
る
富
豪
の
ラ
ン
キ
ン
グ
に
多
く
の
炭
鉱
経
営
者
が
登
場
す
る
。
労
働
災
害
の
発
生
件
数
が
非
常
に

多
い
が
、
特
に
炭
鉱
事
故
が
頻
発
し
て
お
り
死
亡
者
数
は
世
界
一
で
あ
る
。
荷
请
漣
女
史
に
よ
れ
ば
、
安
全
対
策
の
不
備
が
深
刻
な
事
故

の
一
因
で
あ
る
が
、
法
定
基
準
を
守
ら
な
い
違
法
な
操
業
を
可
能
に
し
て
い
る
の
が
安
全
局
公
務
員
へ
の
贈
賄
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
公
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五
（
五
）

務
員
の
炭
鉱
へ
の
投
資
は
原
則
的
に
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
が
遵
守
さ
れ
て
い
な
い
。
多
く
の
公
務
員
が
炭
鉱
に
直
接
も
し
く
は
間
接
に
投

資
を
す
る
か
無
償
株
の
譲
渡
を
受
け
て
お
り
、
労
働
者
の
安
全
を
軽
視
し
て
利
益
を
追
求
す
る
結
果
、
炭
鉱
事
故
が
多
発
し
て
い
る

（
２
）

。
法

令
順
守
の
精
神
の
欠
如
そ
し
て
政
府
の
監
督
体
制
の
不
備
は
食
品
汚
染
事
件
の
発
生
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。

　

（
2
）
中
国
と
世
界
の
距
離

　

（
グ
ー
グ
ル
撤
退
で
暴
露
さ
れ
た
ネ
ッ
ト
検
閲
）

　

こ
の
他
に
も
大
規
模
な
環
境
汚
染
や
医
療
過
誤
な
ど
事
件
が
多
発
し
て
い
る
が
、
大
規
模
な
事
件
が
中
国
の
多
く
の
民
衆
に
知
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
で
あ
る
。
そ
れ
は
官
製
メ
デ
ィ
ア
が
伝
え
な
い
生
の
真
実
の
情
報
を

伝
え
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
庶
民
が
は
じ
め
て
意
見
を
表
明
し
間
接
的
な
方
法
で
当
局
や
共
産
党
を
批
判
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
を

手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
当
局
に
と
っ
て
は
そ
れ
が
「
社
会
の
安
定
」
を
脅
か
す
存
在
に
な
る
こ
と
は
最
大

限
警
戒
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
事
実
、
中
国
共
産
党
の
独
裁
廃
止
を
求
め
た
「
零
八
憲
章
」
が
ネ
ッ
ト
で
広
が
っ
た
よ

う
に
、
民
主
活
動
家
の
主
舞
台
が
ネ
ッ
ト
上
で
あ
り
、
ネ
ッ
ト
に
対
す
る
検
閲
と
統
制
が
近
年
強
化
さ
れ
て
い
っ
た
。

　

そ
し
て
グ
ー
グ
ル
（G

oogle

）
の
中
国
本
土
撤
退
の
事
件
は
中
国
の
政
治
の
あ
り
か
た
を
改
め
て
知
ら
し
め
た
事
件
で
あ
っ
た
。「
社

会
の
安
定
」
を
根
拠
に
ネ
ッ
ト
の
検
閲
を
合
理
化
す
る
当
局
と
「
言
論
の
自
由
」
を
価
値
と
す
る
グ
ー
グ
ル
の
対
立
は
二
つ
の
世
界
の
対

立
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。

　

ネ
ッ
ト
を
舞
台
に
自
由
に
権
力
を
批
判
す
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
腐
敗
を
批
判
す
る
こ
と
を
当
局
が
検
閲
や
ハ
ッ
キ
ン
グ
を
通
じ
て
制
限

し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
当
局
の
対
応
は
む
し
ろ
権
力
と
そ
の
腐
敗
と
が
無
縁
で
な
い
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
と
い
え
る
か
も
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（
六
）

し
れ
な
い
。
中
国
の
腐
敗
の
根
の
深
さ
、
権
力
と
腐
敗
の
関
連
そ
し
て
民
主
主
義
を
抑
圧
す
る
権
力
の
存
在
を
改
め
て
知
ら
し
め
る
事
件

で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　

（「
世
界
の
工
場
」
の
現
実
と
経
済
の
腐
敗
、
投
資
リ
ス
ク
）

　

中
国
富
士
康
社
・
深
圳
工
場
で
起
き
た
工
員
の
連
続
飛
び
降
り
死
事
件
は
、
そ
の
生
産
現
場
の
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
と
「
世
界
の
工
場
」

と
い
わ
れ
る
現
実
を
改
め
て
知
ら
し
め
た
事
件
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
中
国
の
産
業
構
造
、
労
務
管
理
な
ど
の
問
題
点
を
中
国
内

外
に
提
起
す
る
事
件
で
も
あ
っ
た
。
米
ア
ッ
プ
ル
社
（A

pple Inc.

）
のiPad

を
は
じ
め
デ
ル
社
（D

ell Inc.

）、
ヒ
ュ
ー
レ
ッ
ト
パ
ッ
カ
ー

ド
（H

ew
let Packard Co.

）、
ソ
ニ
ー
な
ど
の
最
先
端
の
Ｉ
Ｔ
製
品
が
同
社
で
受
託
生
産
さ
れ
て
い
る
。
八
〇
万
人
を
超
え
る
従
業
員
を

有
す
る
大
企
業
で
あ
る
が
、
中
国
の
典
型
と
い
え
る
労
働
集
約
型
加
工
組
立
産
業
企
業
の
収
益
水
準
は
決
し
て
高
く
な
い
。
ま
た
労
働
者

の
賃
金
水
準
も
先
進
国
の
二
〇
分
の
一
ほ
ど
で
あ
る
。

　

ま
た
三
度
も
中
国
富
豪
ラ
ン
キ
ン
グ
第
一
位
に
な
っ
た
企
業
家
が
二
〇
〇
八
年
、
禁
錮
一
四
年
の
実
刑
判
決
を
受
け
た
。
中
国
最
大
の

家
電
量
販
店
国
美
電
器
の
創
業
者
で
あ
り
会
長
の
黄
光
裕
氏
が
兄
の
経
営
す
る
会
社
株
式
の
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
と
贈
賄
な
ど
で
有
罪
と

な
っ
た
。
二
〇
〇
八
年
一
一
月
同
氏
の
拘
留
に
続
き
中
国
公
安
部
長
補
佐
（
副
大
臣
相
当
）、
同
公
安
部
経
済
捜
査
局
副
局
長
ら
も
捜
査
・

拘
留
さ
れ
処
罰
の
対
象
と
な
っ
た
。
以
後
七
ヶ
月
間
同
社
株
式
の
売
買
が
停
止
す
る
な
ど
改
め
て
投
資
リ
ス
ク
が
浮
上
し
た
。
二
〇
一
一

年
七
月
現
在
、
同
社
は
外
国
フ
ァ
ン
ド
も
巻
き
込
み
黄
一
族
と
現
Ｃ
Ｅ
Ｏ
と
が
委
任
状
争
奪
を
め
ぐ
り
争
っ
て
い
る
こ
と
で
も
話
題
と

な
っ
て
い
る
。
中
国
の
経
済
が
証
券
投
資
面
で
も
国
際
化
が
進
行
し
て
い
る
こ
と
を
象
徴
す
る
事
件
で
あ
る
が
、
同
時
に
当
局
へ
の
賄
賂

な
し
に
は
事
業
に
成
功
で
き
な
い
中
国
の
腐
敗
文
化
と
投
資
リ
ス
ク
を
海
外
に
知
ら
し
め
た
事
件
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。



グ
ロ
ー
バ
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化
、
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国
の
経
営
と
腐
敗
、
そ
し
て
外
資
企
業
の
リ
ス
ク
（
簗
場
）

七
（
七
）

　
　
　
　
　

3
．
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
中
国
企
業
経
営
の
腐
敗

　

（
1
）
外
資
系
企
業
の
中
国
で
の
腐
敗
行
為　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

厳
し
く
腐
敗
行
為
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
本
国
で
法
を
遵
守
す
る
企
業
が
海
外
で
の
腐
敗
行
為
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
中

国
で
は
腐
敗
行
為
に
手
を
染
め
る
事
件
が
多
い
。
ウ
ォ
ル
マ
ー
ト
（W

al-M
art Stores, Inc.

）
や
ア
ル
カ
テ
ル
ル
ー
セ
ン
ト
（A

lcatel-Lucent, 

Inc.

）、
Ｉ
Ｂ
Ｍ
、
ダ
イ
ア
ノ
ス
テ
ィ
ッ
ク
（D

iagnostics, Inc.

）、
シ
ー
メ
ン
ス
（Siem

ens A
G

）
な
ど
外
国
企
業
が
こ
れ
ま
で
中
国
で
の
賄

賂
事
件
に
巻
き
込
ま
れ
て
き
た
。
中
国
の
成
長
率
が
高
い
こ
と
、
外
国
企
業
に
と
っ
て
腐
敗
の
コ
ス
ト
を
支
払
っ
て
も
リ
タ
ー
ン
が
あ
る

こ
と
で
外
国
企
業
の
中
国
で
の
事
業
活
動
は
旺
盛
で
あ
る
。

　

「
人
民
網
」
に
よ
る
と
シ
ー
メ
ン
ス
子
会
社
の
医
療
機
器
メ
ー
カ
ー
は
二
〇
〇
三
年
か
ら
〇
七
年
ま
で
に
一
四
四
〇
万
ド
ル
も
の
賄

賂
を
仲
介
者
に
贈
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
同
社
は
そ
の
見
返
り
と
し
て
、
中
国
国
有
病
院
五
院
に
医
療
設
備
を
販
売
し
二
兆
九
五
〇
〇
億

ド
ル
も
の
売
り
上
げ
を
得
た
と
い
わ
れ
る
。
ま
た
米
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
を
伝
え
て
米
最
大
の
ラ
ベ
ル
メ
ー
カ
ー
の
エ
イ
ブ
リ
ー
デ
ニ
ソ

ン
社
（Avery D

ennison C
orp.

）
が
中
国
の
地
方
官
僚
に
賄
賂
を
贈
っ
た
と
し
て
二
〇
万
ド
ル
の
罰
金
を
課
さ
れ
た
と
い
う
（
人
民
網

二
〇
〇
九
年
八
月
一
四
日
ほ
か

（
３
）

）。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

ま
た
「
金
羊
網
」
に
よ
る
と
米
国
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
・
コ
ン
ポ
ー
ネ
ン
ツ
（C

ontrol C
om

ponents Inc.

、
略
称
Ｃ
Ｃ
Ｉ
）
は
二
〇
〇
三

年
か
ら
〇
七
年
ま
で
に
三
十
数
カ
国
で
約
二
三
六
回
賄
賂
を
渡
し
、
リ
ス
ト
に
あ
が
っ
た
会
社
に
中
国
の
資
源
系
大
手
の
国
有
企
業
六
社

が
含
ま
れ
る

（
４
）

。

　

こ
の
よ
う
に
海
外
の
企
業
が
賄
賂
に
手
を
染
め
る
の
は
、
中
国
市
場
が
広
大
で
可
能
性
が
き
わ
め
て
高
い
た
め
、
賄
賂
で
支
払
う
金
額
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八
（
八
）

の
数
十
倍
も
の
見
返
り
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
同
時
に
中
国
が
最
も
腐
敗
の
容
易
な
国
で
あ
る
こ
と
、
賄
賂
を
求
め
る
傾

向
（
外
国
企
業
が
求
め
ら
れ
る
）
が
強
い
こ
と
が
外
国
企
業
に
よ
る
腐
敗
行
為
増
大
の
要
因
で
あ
る
こ
と
も
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
2
）
外
国
企
業
の
腐
敗
行
為
の
形
態
と
そ
の
影
響　
　
　

　

世
界
銀
行
の
ア
ナ
リ
ス
トC

heryl W
. G

ray &
 D

aniel K
aufm

ann

は
外
国
企
業
の
発
展
途
上
国
に
お
け
る
投
資
に
際
し
頻
発
す
る
腐

敗
行
為
と
そ
の
影
響
を
五
類
型
に
分
類
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

一
．
政
府
契
約
：　

公
的
な
財
や
サ
ー
ビ
ス
を
供
給
す
る
民
間
当
事
者
の
選
択
と
そ
の
財
の
供
給
契
約
の
条
件
が
賄
賂
に
よ
り
影
響
さ

れ
る
。
ま
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
執
行
中
に
も
再
契
約
の
条
件
が
影
響
を
受
け
る
。

二
．
政
府
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
：　

賄
賂
に
よ
り
貨
幣
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
（
税
、
補
助
金
、
年
金
、
失
業
補
償
な
ど
）
と
実
物
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト

（
特
権
学
校
へ
の
ア
ク
セ
ス
、
医
療
、
保
険
、
住
居
、
企
業
の
株
式
な
ど
）
の
分
配
が
影
響
を
受
け
る
。

三
．
公
共
収
入
：　

賄
賂
に
よ
り
政
府
に
よ
り
民
間
側
か
ら
徴
収
さ
れ
る
税
あ
る
い
は
そ
の
他
費
用
が
減
少
す
る
。

四
．
監
督
の
時
間
の
減
少
と
免
除
：　

賄
賂
に
よ
り
政
府
の
認
可
が
ス
ピ
ー
ド
化
さ
れ
る
。

五
．
司
法
活
動
の
結
果
と
規
制
の
過
程
へ
の
影
響
：　

賄
賂
に
よ
っ
て
不
正
行
為
の
阻
止
や
法
の
公
正
な
執
行
が
阻
害
さ
れ
る

（
５
）

。

　

以
上
の
五
類
型
で
あ
る
が
、
中
国
に
お
け
る
外
資
企
業
の
腐
敗
活
動
に
も
こ
の
す
べ
て
が
該
当
す
る
。
た
だ
中
国
に
は
中
国
独
特
の
腐

敗
の
構
造
的
要
因
が
存
在
し
実
際
の
腐
敗
は
も
っ
と
広
範
か
つ
多
様
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
外
国
企
業
は
中
国
で
の
腐
敗
行
為
で
は
中
国
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九
（
九
）

特
色
の
ル
ー
ル
、
多
様
性
を
受
け
入
れ
て
腐
敗
に
手
を
染
め
る
。

　

ゲ
ー
ム
の
ル
ー
ル
に
譬
え
れ
ば
中
国
で
は
政
府
が
ル
ー
ル
の
制
定
者
、
審
判
で
あ
る
と
同
時
に
プ
レ
イ
ヤ
ー
で
あ
る
と
い
え
る
。
政
府

の
官
員
が
政
策
を
決
定
し
事
業
の
発
展
の
資
源
を
掌
握
し
、
ま
た
事
業
へ
の
参
入
と
制
限
を
監
督
す
る
責
任
も
も
つ
。
国
内
企
業
に
対
し

て
官
員
は
こ
の
権
限
を
利
用
し
、
不
法
な
利
益
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
外
国
企
業
か
ら
は
国
内
企
業
と
は
異
な
る
便
益
を
も
得
る

（
例
え
ば
非
常
に
多
い
の
は
後
述
す
る
よ
う
に
子
女
を
国
外
に
留
学
さ
せ
る
、
外
国
に
家
族
を
移
民
さ
せ
る
な
ど
、
何
静
漣
が
賄
賂
を
取

得
す
る
た
め
の
「
社
会
資
本
」
と
呼
ぶ
官
僚
の
権
限
で
あ
る

（
６
）

）。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

一
般
論
で
あ
る
が
多
国
籍
企
業
は
規
則
を
守
り
本
国
で
は
比
較
的
「
遵
法
」
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
特
に
米
国
の
「
連
邦
海
外
腐
敗
行

為
防
止
法
」（The Foreign C

orrupt Practices A
ct of 1

9
7
7, 1

5 U
.S.C

. 7
8m

, et seq.

）
や
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
な
ど
の
国
際
機
関
の
取
り
決
め
は

厳
し
く
腐
敗
行
為
を
禁
じ
て
い
る
。
し
か
し
腐
敗
が
習
慣
に
な
っ
て
い
る
こ
の
中
国
で
は
利
潤
を
得
よ
う
と
す
れ
ば
、
外
国
企
業
も
郷
に

入
れ
ば
郷
に
従
え
で
あ
る
。
賄
賂
を
使
っ
て
迅
速
に
市
場
の
参
入
権
と
各
種
便
益
を
獲
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
腐
敗
し
た
く
な
け
れ

ば
中
国
市
場
を
退
出
す
る
し
か
な
い
と
い
わ
れ
る
。

　

（
3
）
腐
敗
の
手
口

　

そ
れ
で
は
外
国
資
本
は
い
か
に
訓
練
し
て
腐
敗
の
達
人
に
な
る
か
？
中
国
の
市
場
環
境
を
経
験
し
た
外
国
企
業
の
腐
敗
の
手
口
は
多
様

か
つ
巧
妙
で
あ
る
。
中
国
『
瞭
望
東
方
週
（
中
国
語
表
記
で
は
周
）
刊
』
に
よ
れ
ば
以
下
の
よ
う
な
手
口
が
紹
介
さ
れ
て
い
る

（
７
）

。　

一
．
贈
賄
対
象
の
子
女
に
留
学
の
機
会
を
提
供
：　

官
員
の
子
女
の
海
外
留
学
と
住
居
を
手
当
て
。（
筆
者
注
：
前
記
Ｃ
Ｃ
Ｉ
社
の
案
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一
〇
（
一
〇
）

件
で
は
同
社
が
中
国
国
有
企
業
の
収
賄
者
の
子
女
の
大
学
学
費
を
提
供
し
て
い
た
）

二
．
退
職
な
い
し
そ
の
後
事
業
を
営
む
官
員
に
「
顧
問
料
」
を
給
付
す
る
。

三
．
関
連
取
引
：　

官
員
の
親
族
と
商
取
引
を
つ
う
じ
て
利
益
を
送
る
。

四
．
口
座
に
送
金
：　

官
員
の
海
外
親
族
な
い
し
友
人
に
銀
行
の
通
帳
、
カ
ー
ド
を
交
付
。
一
般
に
〈
営
業
員
―>

顧
問
会
社
―>

顧

客
（
収
賄
者
）〉
の
形
の
取
引
を
つ
う
じ
て
顧
問
料
の
名
目
で
送
金
さ
れ
る
。

五
．
虚
偽
の
職
位
：　

官
員
あ
る
い
は
国
有
企
業
の
幹
部
の
親
族
や
、
は
て
は
運
転
士
を
高
額
で
招
い
て
高
級
主
管
に
就
任
さ
せ
る
。

特
に
銀
行
業
は
こ
の
方
法
を
と
る
。
投
資
銀
行
の
事
例
で
は
高
官
や
重
要
な
機
関
の
職
員
の
子
女
を
招
聘
し
て
人
脈
を
構
築
し
多
く

の
取
引
の
獲
得
に
成
功
し
た
。

六
．
顧
問
に
招
聘
：　

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
中
心
業
務
と
ま
っ
た
く
関
係
の
な
い
新
会
社
を
設
立
し
顧
問
に
招
聘
し
高
額
サ
ラ
リ
ー
を
給

付
。

七
．
株
主
権
供
与
：　

不
動
産
業
で
普
遍
的
な
方
法
で
あ
る
。
設
立
す
る
開
発
会
社
の
株
式
を
贈
与
。

八
．
広
告
：　

メ
デ
ィ
ア
が
不
利
な
事
実
の
報
道
を
準
備
し
て
い
る
の
を
知
る
と
広
告
会
社
を
と
お
し
て
記
者
か
管
理
者
を
買
収
す
る
。

広
告
費
を
使
っ
て
一
時
的
な
安
全
を
得
る
方
法
で
あ
る
。

九
．
旅
行
接
待
：　

官
員
ら
が
フ
ァ
ー
ス
ト
ク
ラ
ス
に
乗
り
五
つ
星
の
ホ
テ
ル
に
滞
在
し
た
事
例
で
は
ハ
ワ
イ
、
デ
ィ
ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド
、

ラ
ス
ベ
ガ
ス
が
目
的
地
で
あ
る
。（
筆
者
注
：
Ｃ
Ｃ
Ｉ
社
の
案
件
で
は
工
場
見
学
と
研
修
の
名
目
で
同
社
は
米
国
観
光
に
招
待
）

十
．
販
売
商
を
つ
う
じ
た
贈
賄
：　

米
国
の
電
信
設
備
会
社
員
に
よ
れ
ば
米
国
の
関
連
法
規
の
制
裁
を
回
避
す
る
た
め
販
売
商
に
安
い

価
格
で
製
品
を
販
売
し
現
地
販
売
商
に
賄
賂
を
送
ら
せ
る
。
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一
一
（
一
一
）

　

以
上
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
中
国
で
は
商
業
腐
敗
と
官
員
腐
敗
と
が
密
接
に
関
連
が
あ
る
こ
と
を
実
例
が
語
っ
て
い
る
。
腐
敗

の
原
因
は
法
が
未
整
備
で
あ
る
こ
と
も
一
因
で
あ
ろ
う
。
ま
た
法
が
あ
っ
て
も
法
に
依
ら
な
い
悪
し
き
伝
統
も
無
関
係
で
は
な
い
。
前
述

の
最
強
者
の
「
ル
ー
ル
」
が
存
在
す
る
こ
と
が
問
題
の
原
因
な
の
で
あ
る
。

　

（
4
）　

中
国
企
業
に
よ
る
外
国
で
の
腐
敗
行
為

　

中
国
企
業
に
よ
る
海
外
で
の
腐
敗
行
為
が
増
大
し
て
い
る
。
資
源
の
確
保
や
国
家
戦
略
遂
行
の
役
割
を
も
つ
も
の
も
あ
る
反
面
、
賄
賂

な
ど
の
不
正
な
手
段
に
よ
る
受
注
や
事
業
を
利
用
し
て
官
僚
自
身
が
不
正
な
利
益
を
取
得
す
る
仕
組
み
を
内
包
す
る
も
の
が
あ
る
。
以
下

代
表
的
事
例
で
あ
る
。

　

◆
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
公
共
工
事
受
託
の
中
国
企
業
に
対
し
賄
賂
嫌
疑
で
世
界
銀
行
融
資
停
止

世
銀
廉
潔
局
（W

orld B
ank's anti-corruption unit

）
の
調
査
に
よ
り
世
銀
が
一
・
五
億
ド
ル
を
融
資
す
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
全
国
道
路

改
善
管
理
計
画
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
受
注
で
中
国
四
社
の
腐
敗
行
為
が
発
見
さ
れ
融
資
を
停
止
し
た
。
四
社
の
社
名
と
そ
の
処
分
は
中

国
路
橋
集
団
（
停
止
八
年
）、
中
国
武
夷
実
業
公
司
（
同
六
年
）、
中
国
地
質
工
程
集
団
公
司
（
同
五
年
）、
中
国
建
築
工
程
総
公
司

で
あ
る
。
同
時
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
と
韓
国
の
建
設
会
社
も
処
分
さ
れ
た

（
８
）

。　
　
　
　
　
　
　
　

　

◆
胡
主
席
の
長
男
に
嫌
疑

「
精
華
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
」
の
子
会
社
・
威
視
公
司
は
世
界
各
地
で
Ｘ
線
検
査
機
の
納
入
実
績
を
も
つ
が
持
株
会
社
で
あ
る
同
社
の
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一
二
（
一
二
）

党
書
記
は
胡
主
席
の
長
男
胡
海
峰
氏
で
あ
る
。
英
国
港
湾
の
入
札
に
つ
い
て
英
の
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
企
業
ス
ミ
ス
社
（Sm

iths G
roup 

uk ltd.
）
が
不
当
な
競
争
を
理
由
に
Ｅ
Ｃ
委
員
会
に
提
訴
。
同
社
の
入
札
価
格
が
特
別
に
廉
価
な
う
え
中
国
政
府
の
特
別
融
資
が
付
帯

し
て
い
た
こ
と
が
問
題
に
な
っ
た
。

ナ
ミ
ビ
ア
で
も
同
社
入
札
に
同
様
な
嫌
疑
が
浮
上
。
三
名
の
中
国
人
を
賄
賂
容
疑
で
逮
捕
。
現
地
代
理
店
（
中
国
人
）
へ
の
頭
金
の

支
払
い
に
海
峰
氏
の
関
与
の
有
無
が
焦
点
と
さ
れ
た

（
９
）

。

　

◆
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
ア
ロ
ヨ
政
権
側
へ
贈
賄
疑
惑　
　

中
国
に
よ
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
網
構
築
、
鉄
道
復
旧
、
南
シ
ナ
海
の
共
同
探
査
な
ど
一
連
の
援
助
を
め
ぐ
り
、
中
国

企
業
の
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
の
ア
ロ
ヨ
政
権
側
、
大
統
領
の
夫
へ
の
贈
賄
疑
惑
が
浮
上

）
10
（

。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

　

◆
中
国
輸
出
入
銀
行
が
低
利
融
資　

シ
ー
レ
ー
ン
上
の
バ
ン
グ
ラ
デ
ッ
シ
ュ
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
、
セ
イ
ロ
ン
等
に
援
助
攻
勢
。
中
国
の
輸
入
石
油
の
七
割
が
シ
ー
レ
ー
ン
経

由
の
た
め
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
資
源
確
保
の
た
め
の
援
助
と
も
い
え
る
が
、
腐
敗
行
為
を
と
も
な
う
こ
と
も
多
い
と
い
わ
れ
る

）
11
（

。

　
　
　
　
　

　

い
ず
れ
に
し
て
も
中
国
と
中
国
人
の
関
わ
る
腐
敗
行
為
が
き
わ
め
て
多
い
。
国
内
の
腐
敗
レ
ベ
ル
が
高
け
れ
ば
中
国
お
よ
び
中
国
企
業

の
活
動
の
国
際
化
に
と
も
な
い
腐
敗
も
国
際
化
す
る
の
は
必
然
で
あ
る
。
な
お
上
の
事
例
は
腐
敗
と
権
力
の
関
係
、
ま
た
中
国
独
特
と
も

い
え
る
家
族
観
念
が
腐
敗
と
も
無
関
係
で
な
い
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
こ
の
よ
う
な
国
家
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
推
進
を
執
行
す
る
企
業
に
党
の



グ
ロ
ー
バ
ル
化
、
中
国
の
経
営
と
腐
敗
、
そ
し
て
外
資
企
業
の
リ
ス
ク
（
簗
場
）

一
三
（
一
三
）

現
職
な
い
し
高
官
Ｏ
Ｂ
の
子
弟
が
密
接
な
関
係
を
有
す
る
事
例
は
事
欠
か
な
い
。

　
　
　

　
　
　
　
　

4
．
世
界
を
震
撼
さ
せ
た
有
毒
粉
ミ
ル
ク
事
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―
―
中
国
・
Ｎ
Ｚ
フ
ォ
ン
テ
ラ
合
弁
・
三
鹿
集
団
粉
ミ
ル
ク
事
件
―
―

　

有
毒
粉
ミ
ル
ク
事
件
は
中
国
で
事
業
展
開
す
る
外
国
企
業
に
と
っ
て
投
資
リ
ス
ク
の
存
在
と
製
品
の
安
全
性
の
確
保
の
難
し
さ
を
改
め

て
知
ら
し
め
た
事
件
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
ま
た
同
時
に
中
国
の
政
治
の
あ
り
か
た
が
事
件
の
発
生
と
事
態
の
深
刻
化
と
無
関
係
で
な
い

こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
事
例
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

（
1
）
事
件
の
経
緯

　

（
事
件
の
発
生
と
そ
の
波
及
）

　

二
〇
〇
八
年
九
月
、
中
国
河
北
省
「
三
鹿
集
団
」
の
製
造
す
る
粉
ミ
ル
ク
に
有
毒
物
質
の
メ
ラ
ミ
ン
が
含
ま
れ
て
お
り
多
数
の
幼
児
が

腎
臓
機
能
障
害
を
発
症
す
る
事
件
が
相
次
い
で
報
道
さ
れ
た
。
六
人
の
死
亡
が
確
認
さ
れ
三
〇
万
人
に
疾
患
が
見
つ
か
っ
た
。
メ
ラ
ミ
ン

は
有
機
化
学
製
品
生
産
工
場
で
生
産
さ
れ
る
も
の
で
、
粘
着
剤
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
二
〇
〇
七
年
、
中
国
の
二
つ
の
会
社
が
米
国

に
向
け
て
輸
出
し
た
植
物
性
た
ん
ぱ
く
質
に
こ
の
メ
ラ
ミ
ン
が
添
加
さ
れ
て
い
た
た
め
、
米
国
の
ペ
ッ
ト
フ
ー
ド
が
汚
染
さ
れ
、
犬
や
猫

が
四
千
匹
以
上
死
亡
し
て
い
る
。
同
集
団
以
外
に
も
国
内
二
二
社
の
乳
製
品
メ
ー
カ
ー
が
生
産
す
る
乳
児
用
粉
ミ
ル
ク
と
そ
の
他
の
乳
製

品
に
も
メ
ラ
ミ
ン
が
検
出
さ
れ
た
と
報
告
さ
れ
た
。



政 

経 

研 

究　

第
四
十
九
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

一
四
（
一
四
）

　

同
集
団
は
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
乳
業
大
手
フ
ォ
ン
テ
ラ
社
（Fonterra C

o-operative G
roup Lim

ited

）
が
四
三
%
の
株
を
保
有
す

る
合
弁
資
本
で
あ
る
。
フ
ォ
ン
テ
ラ
社
も
急
遽
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
国
内
で
、
妊
婦
用
保
健
牛
乳
の
回
収
を
公
表
し
た
。
ま
た
日
本
の

丸
大
食
品
も
同
社
子
会
社
が
中
国
か
ら
購
入
し
た
食
材
に
メ
ラ
ミ
ン
混
入
の
疑
い
が
あ
り
五
品
目
の
商
品
を
自
主
回
収
し
た
。
韓
国
で
も

中
国
産
飼
料
か
ら
メ
ラ
ミ
ン
が
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
は
中
国
産
乳
製
品
か
ら
メ
ラ
ミ
ン
が
検
出
さ
れ
中
国
産
飼
料
、
乳
製
品
の
輸
入
と

販
売
禁
止
を
命
じ
た
。
そ
の
ほ
か
多
く
の
国
が
直
接
間
接
中
国
の
乳
製
品
を
輸
入
し
て
お
り
中
国
内
外
の
取
引
企
業
が
対
応
に
追
わ
れ
た
。

世
界
保
健
機
構
（
Ｗ
Ｈ
Ｏ
）
は
九
月
二
一
日
、
中
国
が
情
報
を
す
ぐ
に
開
示
し
な
い
こ
と
を
批
判
し
た
。

　

な
お
中
国
衛
生
部
当
局
の
発
表
に
よ
れ
ば
有
毒
物
質
の
混
入
は
人
為
的
な
も
の
で
、
河
北
省
当
局
に
よ
る
調
査
の
結
果
、
牛
乳
提
供
業

者
が
二
〇
〇
五
年
に
は
す
で
に
牛
乳
の
中
に
メ
ラ
ミ
ン
を
添
加
し
て
い
た
こ
と
、
ま
た
粉
ミ
ル
ク
メ
ー
カ
ー
の
三
鹿
集
団
が
早
期
に
問
題

を
知
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
隠
し
続
け
て
い
た
こ
と
が
九
月
一
七
日
、
明
ら
か
に
な
っ
た

）
12
（

。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

ま
た
一
〇
月
二
九
日
、
北
京
の
弁
護
士
グ
ル
ー
プ
が
北
京
・
天
津
・
山
東
・
河
北
な
ど
合
わ
せ
て
九
人
の
三
鹿
有
毒
粉
ミ
ル
ク
被
害
者

の
た
め
に
、
三
鹿
集
団
に
対
し
て
石
家
荘
新
華
区
裁
判
所
へ
民
事
訴
訟
を
行
っ
た
。
こ
の
ほ
か
各
地
で
被
害
者
は
裁
判
所
に
対
し
三
鹿
集

団
を
訴
え
賠
償
金
を
求
め
た
が
、
裁
判
所
か
ら
の
回
答
が
得
ら
れ
な
い
と
い
う
。
情
報
に
よ
る
と
、
各
地
裁
判
所
は
早
く
か
ら
政
府
上
層

部
か
ら
、
三
鹿
有
毒
粉
ミ
ル
ク
に
関
連
す
る
賠
償
提
訴
を
受
理
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
通
達
を
受
け
て
い
た
と
い
う
。
一
方
、
被
害
者

家
族
は
、
三
鹿
集
団
へ
の
訴
え
に
対
し
て
、
政
府
が
介
入
し
た
こ
と
に
つ
い
て
双
方
の
間
に
関
係
が
あ
れ
ば
ま
さ
に
官
民
結
託
で
は
な
い

か
と
疑
問
を
抱
い
て
い
る
と
い
う

）
13
（

。

　

こ
う
し
て
三
鹿
有
毒
ミ
ル
ク
事
件
は
メ
ラ
ミ
ン
混
入
と
い
う
生
産
者
に
よ
る
直
接
的
原
因
の
ほ
か
に
行
政
の
監
督
体
制
、
司
法
行
政
の

あ
り
か
た
が
問
題
に
な
っ
た
事
件
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
行
政
に
対
す
る
疑
い
は
根
拠
が
な
い
わ
け
で
な
く
司
法
の
独
立
性
の
欠
如
、
監



グ
ロ
ー
バ
ル
化
、
中
国
の
経
営
と
腐
敗
、
そ
し
て
外
資
企
業
の
リ
ス
ク
（
簗
場
）

一
五
（
一
五
）

督
機
関
と
企
業
の
癒
着
が
原
因
、
温
床
と
な
る
事
件
が
頻
発
し
て
お
り
人
民
の
行
政
に
対
す
る
怨
嗟
が
蔓
延
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

（
事
件
の
原
因
）

　

同
製
品
の
メ
ー
カ
ー
三
鹿
集
団
は
五
〇
年
以
上
の
歴
史
を
持
つ
国
内
屈
指
の
業
界
大
手
で
あ
り
、
年
間
売
り
上
げ
ト
ッ
プ
の
座
を
一
一

年
間
確
保
し
続
け
て
き
た
。
こ
れ
ま
で
に
そ
の
開
発
商
品
は
中
国
当
局
か
ら
数
々
の
賞
を
受
賞
し
た
。
こ
の
よ
う
な
「
優
良
」
企
業
は
政

府
の
検
査
免
除
の
認
定
を
得
て
、
所
定
の
期
間
無
検
査
で
製
品
を
販
売
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

と
こ
ろ
で
中
国
で
は
生
産
コ
ス
ト
を
下
げ
る
た
め
、
有
毒
物
質
を
食
品
に
使
用
す
る
の
は
日
常
茶
飯
事
と
も
言
わ
れ
る
。
富
阪
氏
の
著

書
に
そ
の
数
多
く
の
事
例
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
多
く
の
事
例
は
中
小
の
生
産
者
や
農
民
が
有
毒
物
質
を
使
用
し
て
食
品
を
生
産
し
た
事

例
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
三
鹿
集
団
の
メ
ラ
ミ
ン
投
入
が
公
表
さ
れ
る
以
前
の
事
件
で
あ
る
が
三
鹿
同
様
、
牛
乳
を
水
で
薄
め
有
毒
物
質
を

混
入
す
る
事
例
が
紹
介
さ
れ
て
い
る

）
14
（

。

　

多
量
の
メ
ラ
ミ
ン
混
入
は
生
産
過
程
で
意
図
的
に
た
ん
ぱ
く
質
を
増
加
す
る
た
め
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。
判
決
で
は
メ
ラ
ミ
ン
の
混

入
は
三
鹿
が
原
乳
を
購
入
す
る
前
に
二
人
の
農
民
に
よ
り
お
こ
な
わ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
一
〇
万
人
以
上
の
多
数
の
被
害
者
と

数
年
の
間
メ
ラ
ミ
ン
が
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
だ
け
で
も
三
鹿
集
団
が
意
図
的
に
投
入
し
て
い
た
と
疑
わ
れ
る
理
由
は
あ
る
。
い
ず
れ
に
し

て
も
メ
ラ
ミ
ン
の
混
入
と
食
品
中
毒
の
発
生
を
知
り
な
が
ら
対
応
を
と
ら
ず
隠
し
て
い
た
三
鹿
集
団
、
そ
れ
に
加
え
、
行
政
の
監
督
倫
理

の
欠
如
、
責
任
の
回
避
は
責
任
重
大
で
あ
る
。
当
局
の
安
全
管
理
の
監
督
体
制
が
十
分
に
機
能
し
て
い
な
い
原
因
と
し
て
行
政
と
企
業
の

官
民
が
癒
着
し
監
督
が
形
骸
化
し
て
い
る
疑
い
は
濃
厚
で
あ
る
。
そ
の
上
、
当
局
が
報
道
統
制
を
つ
う
じ
て
事
件
が
明
る
み
に
な
る
の
を

防
ご
う
と
し
て
き
た
。
そ
の
た
め
に
被
害
が
拡
大
し
被
害
者
が
増
大
す
る
結
果
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
当
局
は
司
法
に
介
入
し
審
理
を
妨
害



政 

経 

研 
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第
四
十
九
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
六
月
）

一
六
（
一
六
）

し
た
。
当
局
の
こ
う
し
た
姿
勢
も
被
害
を
拡
大
し
た
原
因
と
い
え
る
。

　

事
件
は
こ
う
し
た
行
政
と
企
業
の
癒
着
、
司
法
の
独
立
性
の
欠
如
の
制
度
的
環
境
の
な
か
で
発
生
し
た
と
い
え
る
。
同
社
は
同
社
粉
ミ

ル
ク
に
国
家
質
量
監
督
検
験
検
疫
総
局
（「
国
家
質
検
局
」）
の
検
査
免
除
の
認
定
を
得
て
メ
ラ
ミ
ン
の
投
下
さ
れ
た
粉
ミ
ル
ク
を
生
産

し
、
各
地
で
多
く
の
乳
児
が
発
症
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
有
毒
粉
ミ
ル
ク
を
販
売
し
続
け
た
。
監
督
当
局
も
知
ら
ぬ
存
ぜ
ず
の
態
度

に
終
始
し
事
態
を
悪
化
さ
せ
た
。
問
題
発
生
か
ら
数
年
経
た
二
〇
〇
九
年
九
月
、
国
家
衛
生
部
に
よ
り
メ
ラ
ミ
ン
混
入
が
発
表
さ
れ
た
の

は
中
毒
発
症
被
害
が
も
は
や
隠
せ
な
い
ほ
ど
拡
大
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

　

（
2
）
後
日
談

　

（
網
民
の
声
）

　

中
国
で
は
政
府
の
発
表
、
政
府
系
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
を
信
じ
な
い
人
民
が
増
え
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
口
コ
ミ
を
信
じ
る
人
が
多
い
。
実

際
、
口
コ
ミ
の
内
容
が
後
日
真
実
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
こ
と
が
多
い
。
い
わ
ゆ
る
「
網
民
」
と
は
広
義
に
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
ユ
ー

ザ
ー
で
あ
る
。
二
〇
一
〇
年
七
月
現
在
、
約
四
億
の
網
民
が
い
る
と
い
わ
れ
る
。
ネ
ッ
ト
新
聞
・
報
道
の
サ
イ
ト
上
に
網
民
の
投
書
欄
を

設
け
た
も
の
が
多
く
、
狭
義
に
は
ネ
ッ
ト
上
で
積
極
的
に
発
言
す
る
者
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
中
に
は
本
名
や
偽
名
で
学
術
的
論

文
を
掲
載
す
る
者
か
ら
ユ
ー
モ
ア
の
あ
る
政
府
批
判
の
投
書
や
誹
謗
中
傷
ま
で
あ
る
。
水
準
も
多
様
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ネ
ッ
ト
は
現

代
の
口
コ
ミ
と
も
い
え
る
。「
網
民
」
の
発
言
を
そ
の
ま
ま
事
実
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
事
件
の
真
相
を
知
り
経
営
環
境
を
知
る

資
料
と
し
て
検
討
・
研
究
す
る
こ
と
は
必
要
で
あ
り
最
良
の
材
料
で
あ
る
と
い
え
る
。
三
鹿
に
関
す
る
「
網
民
」
の
声
を
集
約
し
紹
介
す

る
と
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
そ
れ
は
政
府
発
表
と
相
反
す
る
内
容
で
あ
る
。



グ
ロ
ー
バ
ル
化
、
中
国
の
経
営
と
腐
敗
、
そ
し
て
外
資
企
業
の
リ
ス
ク
（
簗
場
）

一
七
（
一
七
）

○
メ
ラ
ミ
ン
を
投
入
し
た
と
さ
れ
る
生
産
者
は
ス
ケ
ー
プ
ゴ
ー
ト
で
あ
り
三
鹿
が
た
ん
ぱ
く
質
を
増
加
さ
せ
る
た
め
に
組
織
的
に
添
加

し
た
の
が
原
因
で
あ
る

○「
国
家
質
検
局
」
の
「
検
査
免
除
」
の
許
可
を
獲
得
す
る
ま
で
に
は
、
五
つ
の
段
階
を
ク
リ
ア
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
賄
賂

次
第
で
簡
単
に
許
可
を
得
る
こ
と
は
で
き
る
、
三
鹿
の
検
査
免
除
の
認
定
も
例
外
で
は
な
い

○
権
限
を
有
す
る
当
局
に
と
っ
て
そ
れ
（
許
認
可
）
は
ま
さ
に
絶
好
の
利
殖
機
会
で
も
あ
る

○
三
鹿
の
有
毒
ミ
ル
ク
を
許
可
し
た
責
任
を
回
避
し
た
い
当
局
が
真
相
解
明
を
す
る
は
ず
も
な
い

○
司
法
に
対
す
る
審
理
の
差
し
止
め
も
真
相
解
明
を
防
ぐ
た
め
で
あ
る

　

こ
う
し
た
声
に
根
拠
が
な
い
、
事
実
無
根
で
あ
る
と
思
わ
れ
て
い
な
い
の
は
、
当
局
の
発
表
が
真
実
で
な
い
こ
と
が
後
日
判
明
す
る
こ

と
が
多
く
、
疑
い
を
も
た
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
中
国
の
食
品
汚
染
の
闇
は
深
い
と
い
え
る
。

　

（
後
日
談
）

　

政
府
衛
生
部
発
表
後
、
中
国
内
外
で
公
表
さ
れ
た
重
要
事
実
と
そ
の
概
要
を
以
下
紹
介
す
る
。
改
め
て
政
治
と
経
営
の
不
透
明
、
責
任

を
追
及
す
る
こ
と
の
困
難
性
、
そ
し
て
中
国
投
資
リ
ス
ク
の
問
題
の
存
在
を
知
ら
し
め
る
内
容
で
あ
る
。

①
フ
ォ
ン
テ
ラ
社
は
問
題
を
伝
え
て
い
た　

公
表
拒
否
し
た
の
は
中
国
共
産
党
幹
部

　

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
国
営
テ
レ
ビ
局
チ
ャ
ン
ネ
ル
１
は
二
〇
〇
八
年
一
〇
月
一
九
日
、
中
国
「
三
鹿
有
毒
粉
ミ
ル
ク
」
の
事
件
調
査
を
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一
八
（
一
八
）

報
道
し
た
。
フ
ォ
ン
テ
ラ
社
の
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
フ
ェ
リ
エ
会
長
（A

ndrew
 Ferrier

）
は
取
材
に
対
し
、
有
毒
粉
ミ
ル
ク
事
件
が
発
覚

し
た
当
時
、
中
国
共
産
党
幹
部
は
「
国
家
安
全
」
を
理
由
に
、
有
毒
三
鹿
粉
ミ
ル
ク
製
品
を
公
に
回
収
す
る
こ
と
を
強
く
反
対
し
た
こ
と

を
明
ら
か
に
し
た
。

　

ま
た
三
鹿
集
団
は
す
で
に
、
二
〇
〇
七
年
一
一
月
に
粉
ミ
ル
ク
の
問
題
が
発
覚
し
た
と
し
、
二
〇
〇
八
年
の
六
月
に
上
層
幹
部
ま
で
粉

ミ
ル
ク
の
中
に
メ
ラ
ミ
ン
が
含
有
し
て
い
る
こ
と
が
広
が
っ
た
。
し
か
し
、
一
一
月
か
ら
九
ヶ
月
が
経
っ
て
か
ら
、
よ
う
や
く
株
主
の

フ
ォ
ン
テ
ラ
社
に
知
ら
せ
た
と
い
う
。
フ
ェ
リ
エ
会
長
は
、
当
初
、
わ
れ
わ
れ
は
メ
ラ
ミ
ン
が
有
毒
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
知
ら
な
か
っ

た
。
し
か
し
、
食
品
が
汚
染
さ
れ
た
以
上
、
情
報
公
開
し
て
製
品
を
回
収
す
る
し
か
な
い
と
決
定
し
た
。
こ
の
決
定
に
対
し
て
、
中
共
幹

部
は
『
決
し
て
公
開
し
て
は
な
ら
な
い
』
と
否
定
的
な
内
容
が
返
っ
て
来
た
。
弊
社
と
三
鹿
の
要
求
に
対
し
て
、
中
共
幹
部
は
『
製
品
回

収
し
て
も
い
い
が
、
情
報
公
開
し
て
は
な
ら
な
い
』
と
強
く
拒
ん
だ
と
い
う

）
15
（

。

②
フ
ォ
ン
テ
ラ
社
は
同
社
が
中
国
の
酪
農
大
手
・
三
鹿
集
団
へ
の
投
資
し
た
一
・
〇
七
億
ド
ル
は
全
額
回
収
不
能
に
な
っ
た
と
公
表
し
た

）
16
（

。

③
三
鹿
集
団
、
社
名
変
更
し
て
生
産
再
開

　

社
名
を
変
更
し
た
三
鹿
集
団
は
優
良
資
産
を
移
転
す
れ
ば
、
そ
の
実
体
は
空
に
な
り
、
被
害
者
と
債
権
者
へ
の
賠
償
も
事
実
上
空
論
に

な
る

）
17
（

。

④
河
北
省
石
家
荘
市
中
級
人
民
法
院
は
二
〇
〇
九
年
一
月
二
二
日
、
メ
ラ
ミ
ン
を
投
入
し
た
と
さ
れ
る
被
告
に
対
し
死
刑
以
下
判
決
。
ま

た
二
月
一
二
日
三
鹿
社
の
破
産
を
宣
告
。

⑤
三
鹿
有
害
粉
ミ
ル
ク
事
件
：
責
任
問
わ
れ
た
政
府
関
係
者
、
実
質
昇
進

　

重
大
過
失
の
あ
る
「
国
家
質
検
局
」
食
品
生
産
監
管
司
副
局
長
・
鮑
俊
凱
氏
は
す
で
に
、
数
か
月
前
（
二
〇
〇
八
年
内
）
に
安
徽
省
出



グ
ロ
ー
バ
ル
化
、
中
国
の
経
営
と
腐
敗
、
そ
し
て
外
資
企
業
の
リ
ス
ク
（
簗
場
）

一
九
（
一
九
）

入
国
検
験
検
疫
局
局
長
に
就
任
し
た
。
河
北
省
紀
律
委
員
会
、
省
監
察
庁
か
ら
処
分
を
受
け
た
河
北
省
農
業
庁
元
庁
長
の
劉
大
群
氏
は

二
〇
〇
八
年
一
一
月
に
邢
台
市
の
市
委
副
書
記
に
人
事
異
動
さ
れ
、
さ
ら
に
今
年
一
月
に
邢
台
市
市
長
に
就
任
し
た

）
18
（

。

　

上
記
の
①
に
あ
る
よ
う
に
、
三
鹿
集
団
の
株
式
の
四
三
％
を
所
有
す
る
フ
ォ
ン
テ
ラ
社
が
役
員
を
二
名
も
派
遣
し
な
が
ら
、
メ
ラ
ミ
ン

混
入
の
事
実
に
つ
い
て
長
く
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
事
実
で
あ
る
か
否
か
問
わ
れ
る
。
事
実
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
経
営
姿
勢
は
も
ち

ろ
ん
品
質
管
理
面
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
問
題
が
あ
っ
た
こ
と
、
安
全
な
製
品
を
提
供
す
る
努
力
が
十
分
で
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

本
国
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
厳
し
い
品
質
管
理
が
ど
う
し
て
三
鹿
集
団
に
根
付
か
な
か
っ
た
の
か
も
疑
問
で
あ
る
。

同
時
に
こ
の
事
件
か
ら
、
中
国
で
の
合
弁
企
業
経
営
の
う
え
で
外
資
企
業
に
と
っ
て
管
理
困
難
な
不
透
明
な
政
治
の
問
題
が
存
在
す
る
こ

と
も
明
る
み
に
な
っ
た
と
い
え
る
。

　

ま
た
事
件
後
、
中
国
の
メ
デ
ィ
ア
が
伝
え
る
よ
う
に
一
度
処
分
を
受
け
た
責
任
重
大
な
政
府
関
係
者
が
昇
進
し
て
い
る
。
こ
れ
は
多
く

の
人
々
に
と
っ
て
も
理
解
不
可
能
だ
と
い
う
が
、
中
国
に
お
い
て
強
力
な
官
僚
制
度
の
存
在
が
経
営
環
境
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
認
識
さ

せ
る
事
例
で
あ
る
と
も
い
え
る
。

　

（
3
）
三
鹿
集
団
粉
ミ
ル
ク
事
件
の
判
決

　

二
〇
〇
九
年
一
月
二
四
日
、
河
北
省
石
家
荘
市
中
級
法
院
に
お
い
て
メ
ラ
ミ
ン
混
入
の
実
行
犯
の
農
民
三
人
に
対
し
死
刑
（
一
人
は
執

行
猶
予
二
年
付
き
）、
事
件
当
時
の
三
鹿
集
団
社
長
兼
会
長
で
あ
り
河
北
省
共
産
党
委
員
会
書
記
（
党
ト
ッ
プ
）
の
田
文
華
ら
経
営
陣
三

人
の
う
ち
田
は
無
期
懲
役
と
罰
金
が
命
じ
ら
れ
た
（
田
は
上
訴
し
た
が
高
級
人
民
法
院
は
一
審
判
決
を
維
持

）
19
（

）。
し
か
し
監
督
機
関
の
中
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二
〇
（
二
〇
）

央
・
地
方
の
官
僚
の
責
任
が
問
わ
れ
る
こ
と
は
全
く
な
か
っ
た
。
本
稿
で
官
僚
の
地
位
が
強
固
で
あ
る
一
端
を
垣
間
見
た
と
こ
ろ
で
あ
る

が
、
こ
う
し
た
中
国
官
僚
制
と
司
法
の
あ
り
か
た
は
外
国
企
業
が
苦
慮
す
る
中
国
の
経
営
環
境
で
も
あ
る
。

　
　
　
　
　

む
す
び
に
か
え
て

　

中
国
の
市
場
開
放
と
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
経
済
成
長
を
も
た
ら
し
た
の
は
事
実
で
あ
る
が
そ
の
あ
り
方
は
い
び
つ
で
あ
り
多
く
の
問
題
が

噴
出
し
て
い
る
。
食
品
の
製
造
に
か
ぎ
ら
ず
安
全
な
製
品
を
製
造
・
販
売
す
る
こ
と
は
事
業
者
の
倫
理
で
あ
る
。
有
毒
で
あ
る
こ
と
を

知
っ
て
い
て
販
売
し
て
い
た
の
は
言
語
道
断
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
合
弁
企
業
の
共
同
出
資
者
も
共
同
責
任
を
有
す
る
。
有
毒
な
粉
ミ
ル
ク

が
販
売
さ
れ
て
い
る
の
は
倫
理
感
が
欠
如
し
て
い
る
ば
か
り
か
違
法
で
あ
る
が
フ
ォ
ン
テ
ラ
社
は
そ
の
事
実
を
久
し
く
知
ら
な
い
で
い
た

と
い
う
。
ま
た
こ
の
事
実
を
認
識
し
た
後
に
も
共
産
党
中
央
か
ら
公
表
を
禁
じ
ら
れ
た
と
い
う
が
こ
れ
は
確
認
が
困
難
な
レ
ベ
ル
の
問
題

で
あ
る
。
政
治
の
不
透
明
性
と
中
国
で
の
合
弁
事
業
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
難
し
さ
を
知
ら
し
め
た
事
件
で
あ
る
。

　

経
済
成
長
の
一
方
で
急
速
に
貧
富
の
格
差
が
拡
大
し
て
い
る
。
そ
の
一
つ
の
理
由
は
最
も
多
く
富
の
配
分
に
あ
ず
か
る
者
が
元
共
産
党

高
級
幹
部
子
弟
や
共
産
党
官
僚
、
大
企
業
経
営
者
な
ど
「
赤
色
資
本
家
」
に
偏
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
は
政
府
や
公
的
機
関
、
国

営
企
業
な
ど
の
官
僚
、
経
営
者
と
し
て
資
源
配
分
の
決
定
権
限
を
有
し
、
ま
た
家
族
関
係
や
「
関
係
」（guanxi

）
と
い
っ
た
中
国
独
特

の
関
係
網
を
つ
う
じ
て
利
益
共
同
体
を
形
成
し
利
益
を
独
占
し
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
ク
ロ
ー
ニ
ー
（
縁
故
）
資
本
主
義
が
新
旧
党
官
僚
に

よ
り
形
成
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

そ
し
て
彼
ら
の
経
済
行
為
が
不
法
な
腐
敗
行
為
を
と
も
な
う
こ
と
も
な
か
ば
常
態
化
し
て
い
る
が
彼
ら
は
権
力
そ
の
も
の
で
あ
る
か
権



グ
ロ
ー
バ
ル
化
、
中
国
の
経
営
と
腐
敗
、
そ
し
て
外
資
企
業
の
リ
ス
ク
（
簗
場
）

二
一
（
二
一
）

力
と
癒
着
し
て
お
り
不
正
を
摘
発
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。
ま
た
官
僚
や
経
営
者
の
腐
敗
の
摘
発
が
お
こ
な
わ
れ
る
か
否
か
処
分
が
公
正

に
お
こ
な
わ
れ
る
か
否
か
は
党
権
力
の
維
持
、
党
幹
部
間
の
権
力
闘
争
、
力
関
係
と
無
関
係
で
は
な
い
。
ま
た
司
法
も
独
立
し
て
い
る
と

は
い
え
な
い
。
本
稿
の
前
半
で
紹
介
し
た
の
は
そ
う
し
た
な
か
で
露
見
し
た
官
僚
の
不
正
の
一
端
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
三
鹿
集
団
粉
ミ
ル

ク
事
件
の
公
判
を
つ
う
じ
て
真
正
な
責
任
の
追
及
が
ど
こ
ま
で
な
さ
れ
た
か
は
な
は
だ
疑
問
で
あ
る
。
本
稿
で
官
僚
の
地
位
が
強
固
で
あ

る
一
端
を
垣
間
見
た
が
、
こ
う
し
た
中
国
官
僚
制
と
司
法
の
あ
り
か
た
は
外
国
企
業
が
し
ば
し
ば
苦
慮
す
る
中
国
の
経
営
環
境
の
一
つ
で

も
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
食
の
安
全
の
問
題
は
政
治
的
な
導
火
線
と
な
る
問
題
で
あ
る
。『
南
方
週
（
中
国
語
表
記
で
は
周
）
末
』
で
報
道
さ
れ
た
後
、

ほ
ど
な
く
削
除
さ
れ
た
よ
う
に
、
党
幹
部
食
品
用
専
用
農
場
が
中
国
各
地
に
存
在
す
る
こ
と
は
公
然
た
る
秘
密
で
あ
る

）
20
（

。
多
く
の
貧
し
い

人
に
と
っ
て
は
党
幹
部
が
食
す
る
安
全
だ
が
高
価
な
食
品
を
手
に
入
れ
る
こ
と
は
簡
単
で
は
な
い
。
食
の
差
別
、
党
幹
部
の
倫
理
感
欠
如

は
党
幹
部
に
対
す
る
怨
嗟
を
生
む
原
因
で
あ
り
貧
富
の
格
差
は
ま
た
火
に
油
を
そ
そ
ぐ
要
因
で
あ
る
。

　

貧
富
の
格
差
が
も
た
ら
す
不
平
等
感
は
中
国
で
は
も
っ
と
も
敏
感
な
問
題
で
あ
り
政
治
的
な
導
火
線
に
な
る
こ
と
は
歴
史
が
証
明
し
て

い
る
。
ま
た
言
論
弾
圧
に
も
か
か
わ
ら
ず
政
治
変
革
を
求
め
る
声
は
依
然
と
し
て
止
ま
な
い
。「
社
会
の
安
定
」
を
口
実
と
し
て
弾
圧
さ

れ
て
い
る
が
、
言
論
の
弾
圧
が
効
果
を
も
た
な
い
こ
と
は
歴
史
が
証
明
し
て
い
る
。
中
国
社
会
の
表
面
的
な
発
展
と
裏
腹
に
社
会
変
革
を

求
め
る
マ
グ
マ
が
蓄
積
さ
れ
外
国
企
業
に
と
っ
て
中
国
ビ
ジ
ネ
ス
の
リ
ス
ク
は
増
大
し
つ
つ
あ
る
と
い
え
る
。

（
1
）Financial Tim
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